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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
生
活
保
護
の
対
象
か
ら
外
れ
た
障
害
者
の
、
国
民
健
康
保
険
加
入
と
老
人
保
健
法
の
障
害
認 

定
の
手
続
き
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
五
第
四
〇
号 

平
成
十
一
年
八
月
三
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
伊 
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殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 

恵 

三 

 



 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
七
十
歳
以
上
の
加
入
者
（
同
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又 

 
 

 

は
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
加
入
者
で
あ
っ
て
一
定
の
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
旨
の
当
該
市
町
村
長
の
認
定
（
以

下
「
障
害
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌 

 

月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
医
療
を
行
う
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
障
害
認
定
が
月
の
初
日
以
外
の
日
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
障
害
認
定
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
に
つ
い
て 

 

は
、
当
該
障
害
認
定
を
受
け
た
加
入
者
に
係
る
保
険
者
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
）
か
ら
、
医
療
保
険 

 

各
法
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
給
付
が
行
わ
れ
る 

 

こ
と
と
な
る
。 

こ
の
た
め
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
医
療
扶
助
が
行
わ
れ
て
い
る
者
で 

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
生
活
保
護
の
対
象
か
ら
外
れ
た
障
害
者
の
、
国
民
健
康
保
険
加
入
と
老
人
保
健 

法
の
障
害
認
定
の
手
続
き
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

三
に
つ
い
て 

あ
っ
て
、
そ
の
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
が
生
活
保
護
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬 

（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
百
二
十
五
号
）
第
四
項
に
基
づ
い
て
老
人
保
健
の
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
同
法
に
よ
る
保
護
（
以
下
「
生
活
保
護
」
と
い
う
。
）
を
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当 

 
 

該
廃
止
の
日
か
ら
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日
ま
で
に
日
数
を
要
し
た
と
き
は
、
当
該
期

間
は
医
療
保
険
各
法
の
診
療
報
酬
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
老
人
保
健
の
診
療
報
酬
の
対
象
と
な
る
療
養
で
医
療
保
険
各
法
の

診
療
報
酬
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
療
保
険
か
ら
の
給
付
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。 

御
指
摘
の
よ
う
な
生
活
保
護
の
廃
止
の
日
か
ら
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
日
ま
で
に
日

数
を
要
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
を
実
施
す
る
機
関
（
以
下
「
実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
生
活 

 
 

保
護
の
廃
止
に
当
た
っ
て
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
に
基
づ
く
福
祉
の
措
置
そ
の
他
の
制
度
を

活
用
し
て
当
該
廃
止
に
係
る
者
が
必
要
と
す
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
留
意
す
る
こ

と
に
よ
り
、
御
指
摘
に
係
る
場
合
に
も
対
処
で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。 

御
指
摘
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入
手
続
に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
六 

二 

 



 

 

三 

条
第
六
号
に
お
い
て
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
者
は
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
し
な
い
旨
が
規
定

さ
れ
、
一
方
、
同
法
第
七
条
に
お
い
て
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
は
、
同
法
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
く

な
っ
た
日
か
ら
そ
の
資
格
を
取
得
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
保
護
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ

の
資
格
の
取
得
に
関
す
る
事
項
が
届
け
出
ら
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
廃
止
の

日
か
ら
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
障
害
認
定
を
受
け
た
加
入
者
に
対

し
て
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
同
法
第
二
十

五
条
第
一
項
に
お
い
て
、
当
該
障
害
認
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

日
の
属
す
る
月
）
か
ら
医
療
を
行
う
こ
と
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
障
害
認
定
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
者
が
、
近
日
中
に
生
活
保

護
の
廃
止
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
障
害
認
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
と

こ
ろ
で
あ
り
、
生
活
保
護
の
廃
止
に
当
た
っ
て
は
、
実
施
機
関
に
お
い
て
こ
う
し
た
取
扱
い
に
も
留
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、

申
請
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。 


